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(57)【要約】
【課題】少ない部品で、扉のガタツキを容易に防止でき
、しかも、見栄えがよく、スムースな開扉が可能となる
ストライク穴調整構造を得る。
【解決手段】ストライク穴調整構造において、空間１７
を有するトロヨケ５と、ストライク穴１９を有するとと
もにボルトガイド片２３が延設された金属製のストライ
ク板７と、トロヨケ５に嵌入する角筒状に形成され軸線
方向一端側における一対の側板部３３ａ，３３ｂと他端
側における一対の側板部３３ｃ，３３ｄの板厚とがそれ
ぞれ異なる厚みで形成された樹脂製の調整ブロック２９
と、ストライク穴１９から表出する側板部３３ａ，３３
ｂの端面に形成され調整ブロック２９の内側へ下る側板
傾斜面３７ａと、ストライク穴１９のガイド片側の辺部
に形成され側板傾斜面３７ａに接続して調整ブロック２
９の内側へ下るストライク傾斜面３９とを設けた。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面が開口する四角箱状の空間を有し非開閉体に埋設されるトロヨケと、
　前記トロヨケを覆って前記非開閉体に固定され前記空間を表出させる四角形のストライ
ク穴を有するとともに一方の縦辺部にボルトガイド片が延設された金属製のストライク板
と、
　前記空間に嵌入する角筒状に形成され軸線方向一端側における平行な一対の側板部と軸
線方向他端側における平行な一対の側板部の板厚とがそれぞれ異なる厚みで形成された樹
脂製の調整ブロックと、
　該調整ブロックの軸線方向両端の周縁に形成され前記ストライク穴の内周に嵌入すると
ともに前記ストライク板の厚みより小さい高さの段部と、
　前記ストライク穴から表出する前記側板部の端面に形成され前記調整ブロックの内側へ
下る側板傾斜面と、
　前記ストライク穴の前記ガイド片側の辺部に形成され該側板傾斜面に接続して前記調整
ブロックの内側へ下るストライク傾斜面と、
　を具備したことを特徴とするストライク穴調整構造。
【請求項２】
　請求項１記載のストライク穴調整構造であって、
　前記ストライク傾斜面が、前記ストライク穴の前記ガイド片側の辺部に突設された複数
の爪片に形成され、
　該爪片のそれぞれが、前記側板傾斜面に形成された複数の凹溝に嵌合されることを特徴
とするストライク穴調整構造。
【請求項３】
　請求項２記載のストライク穴調整構造であって、
　前記ストライク穴の前記爪片と反対側の対向する辺部に、前記凹溝に嵌合するブロック
押さえ片が形成されたことを特徴とするストライク穴調整構造。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項記載のストライク穴調整構造であって、
　前記側板傾斜面が、前記ストライク板の板厚の範囲内で形成されていることを特徴とす
るストライク穴調整構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉開閉端から突出される錠ボルトの側部衝止位置が扉厚み方向に調整可能と
なるストライク穴調整構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　扉は、開閉端から突出させたラッチボルト（デッドボルト兼用のものも含む）、デッド
ボルト、又はグレモン錠係止杆、或いはこれらを適宜組み合わせた施錠係止手段（以下、
「錠ボルト」と言う。）を、扉開口枠又は両開き扉の他方の扉（以下、「非開閉体」と言
う。）に係止して閉扉、施錠を可能とする。錠ボルトは、扉開閉端から突出され、非開閉
体に固定したストライク板の開口穴であるストライク穴に進入することで、錠ボルト側部
がストライク穴の衝止縁に当接して扉を開放不能に施錠する。
【０００３】
　この種の施錠構造では、扉開口枠と扉との建て付けや、施錠装置の施工・製造誤差によ
り、錠ボルトと衝止縁との間に隙間が生じ、その結果、風や振動によって扉にガタツキの
生じる場合がある。このような不具合を解消したものに、例えば特許文献１に開示される
調整式ストライクがある。この調整式ストライクは、調整用のネジをドライバ等の工具で
回すだけで、錠ボルトに対する係合部（衝止縁）を有する内ケースの水平方向の位置を容
易に調整でき、扉のガタツキを無くすように構成されている。
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【特許文献１】特開平１０－１０２８３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した従来の調整式ストライクに採用されているストライク穴調整機
構は、部品点数が多く構造が複雑である問題があった。また、調整ネジの頭部に工具係着
部を設け、その工具係着部を内ケース内に露出させているため、扉の開放時に、ストライ
ク板を固定する螺合手段であるネジ、調整ネジ等の多数のネジ類が表出し、見栄えを低下
させる問題があった。また、扉の開放時に工具係着部（調整部）が表出することで、調整
ネジが悪戯されることもあった。さらに、工具係着部を悪意で操作して扉にガタツキを生
じさせれば、不正な施錠解除も可能となり、防犯性を低下させる虞もあった。また、錠ボ
ルト側部とストライク穴の衝止縁が金属同士で当接するため、開扉操作開始時、錠ボルト
の後退に引き残しがあると、金属の角（エッジ）同士が引っ掛かり、スムースな開扉が行
えない問題もあった。
【０００５】
　本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、その目的は、少ない部品で、扉のガタツキ
を容易に防止でき、しかも、見栄えがよく、スムースな開扉が可能となるストライク穴調
整構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　次に、上記の課題を解決するための手段を、実施の形態に対応する図面を参照して説明
する。
　本発明の請求項１記載のストライク穴調整構造は、一面が開口する四角箱状の空間１７
を有し非開閉体に埋設されるトロヨケ５と、
　前記トロヨケ５を覆って前記非開閉体に固定され前記空間を表出させる四角形のストラ
イク穴１９を有するとともに一方の縦辺部にボルトガイド片２３が延設された金属製のス
トライク板７と、
　前記空間１７に嵌入する角筒状に形成され軸線方向一端側における平行な一対の側板部
３３ａ，３３ｂと軸線方向他端側における平行な一対の側板部３３ｃ，３３ｄの板厚とが
それぞれ異なる厚みで形成された樹脂製の調整ブロック２９と、
　該調整ブロック２９の軸線方向両端の周縁に形成され前記ストライク穴１９の内周に嵌
入するとともに前記ストライク板７の厚みｔより小さい高さｈの段部３５と、
　前記ストライク穴１９から表出する前記側板部３３ａ，３３ｂの端面に形成され前記調
整ブロック２９の内側へ下る側板傾斜面３７ａ（３７ｂ，３７ｃ，３７ｄ）と、
　前記ストライク穴１９の前記ガイド片２３側の辺部に形成され該側板傾斜面３７ａ（３
７ｂ，３７ｃ，３７ｄ）に接続して前記調整ブロック２９の内側へ下るストライク傾斜面
３９と、
　を具備したことを特徴とする。
【０００７】
　このストライク穴調整構造では、トロヨケ５、ストライク板７、調整ブロック２９の少
ない部品で構成され、調整ブロック２９がトロヨケ５に姿勢を変えて入れ替えられること
で、錠ボルト２１の衝止面３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄとなる側板部３３ａ，３３ｂ
，３３ｃ，３３ｄの内面位置が種々に変位可能となる。また、開扉時には、錠ボルト２１
が樹脂製調整ブロック２９の側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄに当たった後、
ストライク傾斜面３９に乗り移る。つまり、ボルト通過道の最初は異種材料同士の接触と
なる。
【０００８】
　請求項２記載のストライク穴調整構造は、請求項１記載のストライク穴調整構造であっ
て、
　前記ストライク傾斜面３９が、前記ストライク穴１９の前記ガイド片側の辺部１９ａに
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突設された複数の爪片４１，４１に形成され、
　該爪片４１，４１のそれぞれが、前記側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄに形
成された複数の凹溝４３，４３に嵌合されることを特徴とする。
【０００９】
　このストライク穴調整構造では、開扉時、錠ボルト２１が調整ブロック２９の内方から
退出する際、側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄ、ストライク傾斜面３９の順に
摺接するが、そのとき、錠ボルト２１が、凹溝４３，４３以外の側板傾斜面３７ａ，３７
ｂ，３７ｃ，３７ｄの表面、爪片４１，４１表面のみに接触し、接触面積が小さくなり、
摺接摩擦が低減される。
【００１０】
　請求項３記載のストライク穴調整構造は、請求項２記載のストライク穴調整構造であっ
て、
　前記ストライク穴１９の前記爪片４１，４１と反対側の対向する辺部１９ｂに、前記凹
溝４３，４３に嵌合するブロック押さえ片４５，４５が延出形成されたことを特徴とする
。
【００１１】
　このストライク穴調整構造では、トロヨケ５の空間１７に収容された調整ブロック２９
がトロヨケ空間１７の開口側で爪片４１，４１と、対面のブロック押さえ片４５，４５と
によって当接され、段部３５と共働して、調整ブロック２９の脱落がより確実に規制され
る。
【００１２】
　請求項４記載のストライク穴調整構造は、請求項１～請求項３のいずれか１項記載のス
トライク穴調整構造であって、
　前記側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄが、前記ストライク板７の板厚ｔの範
囲内で形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　このストライク穴調整構造では、錠ボルト２１の衝止面３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１
ｄとなる調整ブロック２９の側板部内壁面から、錠ボルト２１が外れ始める側板傾斜面３
７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄの始まり位置（錠ボルト進退方向の高さ位置）が、厚みの
異なる各側板部３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄにおいても共通の位置となる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る請求項１記載のストライク穴調整構造によれば、トロヨケに嵌入する調整
ブロックのそれぞれの側板部板厚を異なる厚みで形成し、ストライク穴から表出する各側
板部の端面に側板傾斜面を形成し、ストライク穴のガイド片側の辺部に側板傾斜面に接続
するストライク傾斜面を形成したので、トロヨケ、ストライク板、調整ブロックの少ない
部品で構成でき、調整ブロックをトロヨケに対して向きを変えて入れ替えるのみで、扉の
ガタツキを容易に防止でき、しかも、調整ネジなどを使用せず、ネジ類が表出せずに見栄
えがよく、開扉時には、錠ボルト側部が樹脂製調整ブロックの側板傾斜面に当たった後、
ストライク傾斜面に乗り移り、引っ掛かりのないスムースな開扉を実現できる。
【００１５】
　請求項２記載のストライク穴調整構造によれば、ストライク傾斜面を、ストライク穴の
辺部に突設した複数の爪片に形成し、爪片のそれぞれを側板傾斜面の凹溝に嵌合したので
、開扉時、錠ボルトが調整ブロックの内方から退出する際、側板傾斜面、ストライク傾斜
面の順に摺接し、凹溝以外の側板傾斜面、爪片表面のみに錠ボルトが接触し、接触面積が
小さく、摺接摩擦が減って、引っ掛かりがより生じ難くなり、スムースな開扉が可能とな
る。
【００１６】
　請求項３記載のストライク穴調整構造によれば、ストライク穴の対向辺部のそれぞれに
、爪片とブロック押さえ片を設けたので、トロヨケの空間に収容された調整ブロックがト
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ロヨケ空間の開口側で爪片と、対面のブロック押さえ片にて当接され、段部と共働して、
調整ブロックをより確実に脱落規制してトロヨケ内に保持できる。
【００１７】
　請求項４記載のストライク穴調整構造によれば、側板傾斜面を、ストライク板の板厚の
範囲内で形成したので、錠ボルト側部の衝止面となる調整ブロックの側板部内壁面から、
錠ボルトが外れ始める側板傾斜面の始まり位置が、厚みの異なる各側板部で共通の位置と
なる。これにより、厚みの異なる任意の側板部を衝止側に配置した場合であっても、錠ボ
ルトの係止解除が始まる距離を同一にし、操作レバーの開操作角度を一定にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係るストライク穴調整構造の好適な実施の形態を図面を参照して詳細に
説明する。
　図１は本発明に係るストライク穴調整構造を備えた非開閉体の横断面図、図２は図１に
示したストライク穴調整構造の分解斜視図である。
　扉１が取り付けられる非開閉体である開口枠の縦の枠３にはトロヨケ５を覆う金属製の
ストライク板７が固定される。ストライク板７は、固定孔９，９に挿通されたビス１１，
１１が、トロヨケ５の上下鍔部１３，１３に穿設された固定孔１５，１５に貫通して縦の
枠３に固定される。
【００１９】
　トロヨケ５は、一面が開口する四角箱状の空間１７を有し縦の枠３に埋設される。スト
ライク板７には矩形状のストライク穴１９が形成され、ストライク穴１９はトロヨケ５の
空間１７を表出する。ストライク穴１９には、図１に示す扉１の木口１ａから突出される
錠ボルト２１が進入する。本実施の形態に係るストライク穴調整構造は、このストライク
板７をカバー部材として有することで主要部が覆われる。錠ボルト２１には係止面２１ａ
と傾斜面２１ｂが形成され、係止面２１ａは後述する調整ブロックの衝止面に当接する。
【００２０】
　ストライク板７の縦辺部にはＲ曲げされたボルトガイド片２３が延出形成され、Ｒ曲げ
部２３は錠ボルト２１の傾斜面２１ｂと衝接する。ストライク板７のストライク穴１９に
は後述する調整ブロックの一部分が図１に示すように僅かに表出する。
【００２１】
　縦の枠３には戸当たり２５が形成され、戸当たり２５はガスケット２７を有する。扉１
は、一方の面１ｂの周縁がこのガスケット２７を介して戸当たり２５に当たる。扉１は、
突出した錠ボルト２１がストライク穴１９に進入して、係止面２１ａが調整ブロック２９
の衝止面３１に当接することで、ガスケット２７に接触或いはガスケット２７を圧縮して
閉止される。
【００２２】
　図３は図１に示した調整ブロックの異なる衝止高さ位置のバリエーションを（ａ）～（
ｄ）に表した説明図である。
　調整ブロック２９は、トロヨケ５の空間１７に嵌入する外形状で、樹脂材料にて角筒状
に一体形成される。調整ブロック２９は、軸線方向一端側における平行な一対の側板部３
３ａ，３３ｂと軸線方向他端側における平行な一対の側板部３３ｃ，３３ｄの板厚とがそ
れぞれ異なる厚みＴａ，Ｔｂ，Ｔｃ，Ｔｄ、すなわち各側板部３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，
３３ｄがそれぞれ異なり４つの厚さとなってＴａ＞Ｔｄ＞Ｔｃ＞Ｔｂで形成される。衝止
面３１は、各側板部３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄで、異なる位置の衝止面３１ａ，３
１ｂ，３１ｃ，３１ｄとなる。
【００２３】
　すなわち、調整ブロック２９は、左右反転し、また、挿入方向を表裏反転して、トロヨ
ケ５に対し向きを変えて入れ替え嵌合することで、衝止面３１を異なる４種類の衝止面３
１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄに設定できるようになっている。
【００２４】
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　調整ブロック２９の軸線方向両端の周縁には段部３５が形成され、段部３５はストライ
ク穴１９の内周に嵌入するとともにストライク板７の厚みｔ（図１参照）より小さい高さ
ｈに設定されている。
【００２５】
　図４は異なる側板傾斜面が使用されたバリエーションを（ａ）～（ｄ）に表した説明図
である。
　ストライク穴１９から表出する側板部３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄの端面には側板
傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄが形成され、側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ
，３７ｄは調整ブロック２９の内側へ下る傾斜面となる。また、ストライク穴１９のボル
トガイド片２３側の辺部にはストライク傾斜面３９が形成され、ストライク傾斜面３９は
側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄに接続して調整ブロック２９の内側へ下る傾
斜面となる。
【００２６】
　本実施の形態において、ストライク傾斜面３９は、ストライク穴１９のボルトガイド片
２３側の図２に示す辺部１９ａに突設された複数の爪片４１，４１の表面に形成されてい
る。これら爪片４１，４１は、側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄに形成された
図２に示す複数の凹溝４３，４３に嵌合される。
【００２７】
　開扉時、錠ボルト２１が調整ブロック２９の内方から退出する際、側板傾斜面３７ａ，
３７ｂ，３７ｃ，３７ｄ、ストライク傾斜面３９の順に摺接するが、そのとき、錠ボルト
２１が、凹溝４３，４３以外の側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄの表面、爪片
４１，４１の表面のみに接触し、接触面積が小さくなり、摺接摩擦が低減される。これに
より、摺接摩擦が減って、引っ掛かりがより生じ難くなり、スムースな開扉が可能となっ
ている。
【００２８】
　ストライク穴１９の爪片４１，４１と反対側の対向する辺部１９ｂにはブロック押さえ
片４５，４５が形成され、ブロック押さえ片４５，４５は凹溝４３，４３に嵌合する。ブ
ロック押さえ片４５，４５が設けられることで、トロヨケ５の空間１７に収容された調整
ブロック２９は、爪片４１，４１と対面のブロック押さえ片４５，４５とによって当接さ
れ、段部３５と共働して、脱落がより確実に規制されるようになっている。
【００２９】
　また、側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄは、図４に示すように、ストライク
板７の板厚ｔの範囲内で形成されている。錠ボルト２１の衝止面３１ａ，３１ｂ，３１ｃ
，３１ｄとなる調整ブロック２９の側板部内壁面から、錠ボルト２１が外れ始める側板傾
斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄの始まり位置（錠ボルト進退方向の高さ位置）が、
厚みの異なる各側板部３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄにおいても共通の位置となる。こ
れにより、厚みの異なる任意の側板部３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄを衝止側に配置し
た場合であっても、錠ボルト２１の係止解除が始まる距離を同一にでき、操作レバー（不
図示）の開操作角度を一定にできるようになされている。
【００３０】
　次に、上記のように構成されたストライク穴調整構造の作用を説明する。
　図５は図４（ｂ）の側板傾斜面を有する側板部に錠ボルトが当接したストライク穴調整
構造の横断面図である。
　ストライク穴調整構造では、トロヨケ５の空間１７に、調整ブロック２９を種々の向き
で嵌入することにより、衝止面３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄを変位させることができ
る。これにより、調整用のねじや、ドライバ等の工具を不要にして、錠ボルト２１に対す
る衝止面３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄの扉厚み方向の位置を容易に調整でき、閉扉状
態時における扉１のガタツキを無くすことができる。
【００３１】
　例えば、図１に示す側板部３３ａを衝止面３１ａとする向きでは、図３（ａ）に示すよ
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うに、トロヨケ５の内壁から衝止面３１ａまでの寸法を、Ｔａに設定することができる。
また、図５に示すように、側板部３３ｂを衝止面３１ｂとする向きでは、図３（ｂ）に示
すように、トロヨケ５の内壁から衝止面３１ｂまでの寸法を、Ｔｂに設定することができ
る。
【００３２】
　このように、ストライク穴調整構造では、トロヨケ５、ストライク板７、調整ブロック
２９の少ない部品で構成され、調整ブロック２９がトロヨケ５に姿勢を変えて入れ替えら
れることで、錠ボルト２１の衝止面３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄとなる側板部３３ａ
，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄの内面位置が種々に変位可能となる。また、開扉時には、錠ボ
ルト２１が樹脂製調整ブロック２９の側板傾斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄに当た
った後、ストライク傾斜面３９に乗り移る。つまり、ボルト通過道の最初は異種材料同士
の接触となる。
【００３３】
　したがって、上記のストライク穴調整構造によれば、調整ブロック２９をトロヨケ５に
入れ替えるのみで、扉１のガタツキを容易に防止でき、しかも、調整ネジなどのネジ類が
表出せずに見栄えがよく、開扉時には、錠ボルト側部が樹脂製調整ブロック２９の側板傾
斜面３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄに当たった後、ストライク傾斜面３９に乗り移るの
で、すなわち、錠ボルト２１をトロヨケ空間１７内へ導くための金属製のストライク板７
とトロヨケ空間１７となる調整ブロック２９内から退出する際のこの樹脂製の調整ブロッ
ク２９とが異なる素材で構成されたことで、その境目となる部分を端面同士で突き合わせ
て構成するのではなく、略櫛歯形状を互いに向かい合わせて組み合わせるような構成とし
、かつ、表面となる部分を、互いに落ち込むように形成することで、側方視で、小さな凹
部を中途に有するものの略連続した面となり、両部材７，２９の斜面上を移動する錠ボル
ト２１先端は、スムースに通過でき、引っ掛かりのないスムースな開扉を実現できる。
【００３４】
　また、扉１の開放時に、ストライク板７の表面やトロヨケ５の空間１７に、調整ネジや
、その工具係着部が表出せず、見栄えを良くすることができる。また、調整部が悪戯され
ることも防止できる。さらに、調整部を悪意で操作して扉１にガタツキを生じさせること
が困難となるので、防犯性も向上させることができる。また、衝止面３１ａ，３１ｂ，３
１ｃ，３１ｄが単一ブロック体の調整ブロック２９に形成されるので、錠ボルト２１の衝
止強度を高めることができ、これによっても防犯性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係るストライク穴調整構造を備えた非開閉体の横断面図である。
【図２】図１に示したストライク穴調整構造の分解斜視図である。
【図３】図１に示した調整ブロックの異なる衝止高さ位置のバリエーションを（ａ）～（
ｄ）に表した説明図である。
【図４】異なる側板傾斜面が使用されたバリエーションを（ａ）～（ｄ）に表した説明図
である。
【図５】図４（ｂ）の側板傾斜面を有する側板部に錠ボルトが当接したストライク穴調整
構造の横断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１…扉
　３…非開閉体（縦の枠）
　５…トロヨケ
　７…ストライク板
　１７…空間
　１９…ストライク穴
　１９ａ，１９ｂ…辺部
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　２３…ボルトガイド片
　３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄ…側板部
　２９…調整ブロック
　３５…段部
　３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄ…側板傾斜面
　３９…ストライク傾斜面
　４１…爪片
　４３…凹溝
　４５…ブロック押さえ片
　ｈ…厚みより小さい高さ
　ｔ…厚み（板厚）

【図１】 【図２】
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